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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧

「環境影響評価法」第7条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求める

ため、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、方法書を公告の日から起算して1月間

縦覧に供した。

（1）公告の日

平成23年7月29日（金）

（2）公告の方法

① 平成23年7月29日（金）付けで、下記の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。

（別紙‐1参照）

・富 山 新 聞（朝刊17面）

・北日本 新 聞 (朝刊 3面)

・北陸中日新聞 (朝刊27面、富山版)

・朝 日 新 聞（朝刊28面、富山県版）

・読 売 新 聞（朝刊27面、富山版）

・毎 日 新 聞（朝刊26面、北陸版）

・産 経 新 聞（朝刊19面、富山版）

・日本経済新聞（朝刊35面、北陸版）

② 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。

・自治体の広報誌等への掲載（別紙‐2参照）

広報いみず8月号（№70）p.20

・当社ホームページ（http://www.rikuden.co.jp/）に平成23年7月28日（木）より方法書

の縦覧についての記事を掲載した。（別紙‐3参照）
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（3）縦覧場所

自治体庁舎6箇所、当社事業所3箇所の計9箇所及びインターネットの利用による縦覧を

実施した。

① 自治体庁舎

・富山県庁 環境政策課 （富山市新総曲輪1番7号）

・射水市役所 大島庁舎 （射水市小島703番地）

・射水市役所 新湊庁舎 （射水市本町二丁目10番30号）

・射水市役所 下庁舎 （射水市加茂中部893番地）

・富山市役所 環境保全課 （富山市新桜町7番38号）

・高岡市役所 地域安全課 （高岡市広小路7番50号）

② 当社事業所

・エネルギー科学館 （富山市牛島町18番７号）

・高岡支社 （高岡市広小路7番15号）

・富山新港火力発電所 （射水市堀江千石1番地）

③ インターネットの利用

当社ホームページに方法書の内容を掲載した。（別紙‐4参照）

（4）縦覧期間

平成23年7月29日(金)から平成23年8月29日(月)までとした。

自治体庁舎及び当社高岡支社は平日の9時から17時まで、当社エネルギー科学館は月曜日

を除く10時半から18時半までとした。富山新港火力発電所では土曜日、日曜日も含む

9時から17時までとし、さらに縦覧期間終了後も平成23年9月12日(月)まで閲覧可能とした。

インターネットの利用による電子図書の閲覧は、縦覧期間中には常時アクセス可能な状況

とした。
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（5）縦覧者数

総 数 28名（縦覧者名簿記載者数）

（内 訳）富山県庁 4名

射水市役所大島庁舎 2名

射水市役所新湊庁舎 0名

射水市役所下庁舎 0名

富山市役所 5名

高岡市役所 2名

北陸電力エネルギー科学館 11名

北陸電力高岡支社 0名

北陸電力富山新港火力発電所 4名

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催

「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成23年法律第27号）第七条の二の規定に基

づき、施行前ではあるが、方法書の記載事項を周知するための説明会を自主的に開催した。

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関するお知らせ（公告）と同時に行った。

（1）開催日時

平成23年8月10日（水）18時30分 ～ 20時20分

（2）開催場所

高周波文化ホール（射水市新湊中央文化会館）小ホール（射水市三日曽根3番地23号）

（3）来場者数

60名
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３．環境影響評価方法書についての意見の把握

「環境影響評価法」第8条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の

意見書の提出を受け付けた。

（1）意見書の提出期間

平成23年7月29日（金）から平成23年9月12日（月）まで

（縦覧期間及びその後2週間とし、郵送受付は当日消印有効とした。）

（2）意見書の提出方法（別紙‐5参照）

① 縦覧場所に備え付けた意見箱への投函

② 当社への郵送による書面の提出

（3）意見書の提出状況

意見書の提出は２通、意見総数は２件であった。
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別紙－1

日刊新聞紙に掲載した公告

○平成23年7月29日（金）掲載

・富 山 新 聞（朝刊17面）

・北日本 新 聞 (朝刊 3面)

・北陸中日新聞 (朝刊27面、富山版)

・朝 日 新 聞（朝刊28面、富山県版）

・読 売 新 聞（朝刊27面、富山版）

・毎 日 新 聞（朝刊26面、北陸版）

・産 経 新 聞（朝刊19面、富山版）

・日本経済新聞（朝刊35面、北陸版）
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別紙－2

自治体広報誌への掲載

・広報いみず8月号（№70）p.20
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別紙－3
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別紙－4
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別紙－5
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と

これに対する当社の見解

「環境影響評価法」第8条第1項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により

述べられた環境の保全の見地からの意見は２件であった。

「環境影響評価法」第9条及び「電気事業法」第46条の6第1項の規定に基づく、方法書に

ついての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は、次のとおりである。
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環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解

No. 意 見 の 概 要 当 社 の 見 解

１ 今回の対象施設からの大気汚染は一般

には考え難いところである。

あるとすれば、煙突高が低い(60m)こと

と、近辺(約1km)に比較的高い新湊大橋

(50m)があることによって生ずる場合で

ある。

この地域では東南東の風はほとんど

吹かないので、有風時の位置関係による

影響はないが、無風時で強い接地性逆転層

が生じた場合の影響を確認しておく必要

性があると考える。

発生源濃度と両者間の距離を考えると

杞憂に過ぎないようにも思うが。

また、白煙対策の有無（通常のボイラー

と異なり、白煙は生じないのかもしれない

が）によっては、白煙の消長時間との関係

も考慮する必要があるが、交通障害の可能

性もチェックしておいた方が良いと思う。

現実的なシミュレーション条件を得る

ため、高層気象調査時には、接地性逆転層

が頻繁に見られる晩秋から初春における

適正な調査が求められる。逆転層の高度

だけでなくその強度を十分に調査して

おく必要がある。高層の逆転層はほとんど

意味がありません。（環境に影響を与えな

いということ）

ＬＩＤ高さと強度は有効煙突高を妨げ

ることに留意されたい。さらに、接地性

逆転層は24時間程度継続する場合も考慮

されたい。又、事前調査でも新湊大橋中央

点での測定を。

ここで指摘している事項は、年平均値、

日平均値の98％値とは無縁のことです。

以上、ご参考までに

逆転層に関しては、方法書に記載のとお

り、「NOxマニュアル」に示される方法等に

より、高層気象観測結果をもとに接地逆転、

上層逆転に分けて整理し、予測濃度が最大

になるケースで評価することとしていま

す。その中で、建設中の新湊大橋への影響

も含め、確認を行います。

なお、一般的には無風時で強い接地逆転

層が生じた場合には、逆転層の上空に排出

された排ガスによって逆転層内の着地濃度

は上昇しないことから、新湊大橋への影響

は小さいと考えられます。また、新湊大橋

周辺は、海水の影響を受けるため顕著な逆

転層の発生はないと考えられます。

白煙については、「発電所に係る環境影響

評価の手引き」において、冷却塔を採用す

る場合の評価項目とされ、煙突からの白煙

については、通常は環境保全上の支障が想

定されないことから、評価項目とはされて

おりません。煙突の白煙発生による新湊大

橋の交通への影響に関しては、LNG1号機の

有効煙突高さ(風速6m/s時，約200m程度と想

定)が新湊大橋(約50m)より十分高いこと、

白煙の発生は気温の低い冬季に限られるこ

と、LNG1号機から新湊大橋の方向（東南東）

の風の発生頻度が低いことから、交通に与

える影響はほとんどないと考えています

が、今後の気象調査結果等を踏まえ、白煙

が新湊大橋に影響を与える可能性について

確認します。

高層気象観測に関しては、方法書に記載

のとおり、季節毎に1週間連続した一定時間

間隔の観測により、風向･風速、気温の鉛直

分布を測定する計画としています。

この観測によって逆転層の発生高さ、

逆転の強度を把握し、予測条件に反映させ

ることとしています。

なお、高層気象は、本事業の対象事業実

施区域内からＧＰＳゾンデを放球して観測

することとしています。
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No. 意 見 の 概 要 当 社 の 見 解

２ 第 4.2-6 図、水環境調査位置（水温･流

況）を見ると、富山新港の港口を中心にし

て、西側に水温の調査点を多く設定してあ

る。

周辺海域の水温状況を適切に把握する

のであれば、東側にも調査点を追加すべき

でないか。

とやま市漁協の共同漁業権（共６）の四

方地先内付近でも測定して欲しい。

水温調査範囲は、富山新港火力発電所2号

機（石油）増設時の温排水拡散予測範囲の

1℃水温上昇域を包含する範囲等を参考に

設定しています。

今回の石炭1号機リプレース計画では発

電所からの温排水の量は54㎥/sから55㎥/s

へ増加しますが、取放水温度差は8.4℃から

8℃に減少し（石炭1号機では9℃のところを

LNG1号機では7℃に減少）、放水口も既設の

設備を流用する計画であることから、温排

水拡散範囲は既設と同程度と考えられ、現

在の設定は適切なものと考えております

が、ご意見を踏まえ、調査点を追加いたし

ます。なお、具体的な調査点の位置等につ

いては、今後検討いたします。


